
1	 現在の社会保障改革に向けた取組み
（社会保障と税の一体改革）

現在政府が進めている社会保障改革について、その基本的考え方と改革のポイント、各
分野の改革の方向性の概要を説明する（詳細は、第2部の「特集2　社会保障と税の一体
改革に向けた取組み」参照）。

第1節 社会保障改革の基本的考え方

（社会保障の課題）
今日の日本の社会及び社会保障制度は、人口構成の大きな変化、雇用基盤の変化、家族
形態・地域基盤の変化、貧困・格差問題、世代間の不公平、孤独・孤立の広がりなどの問
題に直面しており、これらの問題に対応するため、年金・医療・介護・子育てなどの社会
保障制度の持続可能性の確保と機能強化が求められている。
さらに、次代の日本を担うべき若年層の雇用環境は極めて厳しい現状である。若い世代
がいかに夢をもって生きていけるかは、日本の社会の将来の明るさを写す鏡であり、早急
な就労支援策、非正規雇用対策が必要である。資源なき国家日本における最大の資源は
「人材」であり、社会保障などの政策対応を通じて、国民一人ひとりの個性と能力が最大
限に発揮できるような社会を造り上げていかなければならない。

図表参1-1-1 人口ピラミッドの変化（1990～2060年）

日本の人口構造の変化を見ると、現在1人の高齢者を2.6人で支えている社会構造になっており、少子高齢化が
一層進行する2060年には1人の高齢者を1.2人で支える社会構造になると想定
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出所：総務省「国勢調査」（年齢不詳の人口を各歳にあん分して含めた。）、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計
人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）

参考
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図表参1-1-2 社会保障給付費の推移
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 福祉その他
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 0.9（ 24.3%）
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 0.6（ 16.8%）

 5.77%
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成21年度社会保障給付費」、2010年度～2012年度（予算ベース）は厚生労働省
推計、2012年度の国民所得額は「平成24年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成24年1月24日閣議
決定）」

（注） 図中の数値は、1950、1960、1970、1980、1990、2000及び2009年度並びに2012年度（予算ベース）の社
会保障給付費（兆円）である。

図表参1-1-3 社会保障の給付と負担の現状

社会保障給付費　109.5兆円

財　源
保険料 60.6兆円
公費（国と地方） 40.3兆円
　※社会保障関係費 26.4兆円

国の歳入
　　　　税　金 42.3兆円
　　　　国　債 44.2兆円

（目指すべき社会・社会保障制度）
社会保障改革で目指すべき社会は、制度が出産・子育てを含めた生き方や働き方に中立
的で選択できる社会、雇用などを通じて参加が保障され、誰もが居場所のある共生の社
会、「分厚い中間層」が支える大きな格差のない社会、子どもが家族や社会と関わり良質
な環境の中でしっかりと育つ社会、支援を必要とする人の立場に立った包括的な支援体制
の構築により、地域で尊厳を持って生きられるような医療・介護の体制が実現した社会で
ある。
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1 今回の社会保障改革では、高齢化が一層進んだ社会においても、我が国が世界に誇る国
民皆保険・皆年金を堅持した上で、より受益感覚が得られ、納得感のある社会保障を実現
するとともに、世代間の公平の見地から、社会保障制度を「全世代対応型」へと転換する
ことにより、就学前、学齢期、若年層から高齢期までを通じて、一貫した支援の実現を目
指す。これらにより、世代を問わず一人ひとりが能力を発揮して積極的に社会及び社会保
障の支え合いの仕組みに参画でき、必要な人に必要なサービス・給付が適切に行われる社
会保障制度を構築し、現役世代、将来世代に持続可能な社会保障制度を引き継ぐ。

図表参1-1-4 社会保障・税一体改革で目指す将来像
～未来への投資（子ども・子育て支援）の強化と貧困・格差対策の強化～

非正規雇用の増加など
雇用基盤の変化 家族形態や地域の変化 人口の高齢化、現役世代の減少

社会保障改革が必要とされる背景

高齢化に伴う社会保障
費用の急速な増大

改革のポイント
◆共助・連帯を基礎として国民一人一人の自立を支援
◆機能の充実と徹底した給付の重点化・効率化を、同時に実施
◆世代間だけでなく世代内での公平を重視
◆特に、①子ども・若者、②医療・介護サービス、③年金、④貧困・格差対策を優先的に改革
◆消費税の充当先を「年金・医療・介護・子育て」の4分野に拡大＜社会保障4経費＞
◆社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成への第一歩
　⇒消費税率（国・地方）を、2014年4月より8％へ、2015年10月より10％へ段階的に引上げ
◆就労促進により社会保障制度を支える基盤を強化

現役世代も含めた全ての人が、より受益を実感できる社会保障制度の再構築

・高齢者への給付が相対的に手厚く、現役世代の生活リスクに対応できていない
・貧困問題や格差拡大への対応などが不十分
・社会保障費用の多くが赤字国債で賄われ、負担を将来世代へ先送り

社会経済の変化に対応した社会
保障の機能強化が求められる

改革の方向性

未来への投資
（子ども・子育て支援）
の強化

・待機児童の解消
・幼児期の学校教育・
　保育の総合的な提供
・地域の子育て支援

医療・介護サービス
保障の強化/社会
保険制度のセーフティ
ネット機能の強化

・地域包括ケアシステ
ムの確立

・医療・介護保険制度
のセーフティネット
機能の強化

・診療報酬・介護報酬
の同時改定

貧困・格差対策の
強化（重層的セーフ
ティネットの構築）

・生活困窮者対策と生
活保護制度の見直し
を総合的に推進

・総合合算制度の創設

多様な働き方を支え
る社会保障制度へ

・短時間労働者への社
会保険適用拡大
・新しい年金制度の検
討（※）

全員参加型社会、
ディーセント・ワーク
の実現

・有期労働契約に関す
る法制度、高年齢者
雇用法制の整備、
パートタイム労働法
制の検討

社会保障制度の
安定財源確保

・消費税の引上げ
　（基礎年金国庫負担
　1/2の安定財源確保
など）

❻❺❹❸❷❶

（※） 3党「確認書」では今後の公的年金制度にかかる改革については、あらかじめその内容等について三党間で合意に向
けて協議するとされている。また、社会保障改革推進法では、今後の公的年金制度について、財政の現況及び見通し
等を踏まえ、社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得るとされている。

（社会保障の機能強化への取組み）
以上のような基本認識の下に、安心で希望と誇りが持てる社会の実現を目指し、地域住
民に直接接する地方自治体との役割分担・連携を図りつつ、社会保障制度改革の推進に全
力で取り組み、社会保障の機能強化を図る。
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第2節 社会保障改革のポイント

今回の社会保障改革全体に共通する考え方は以下のとおりである。
○共助・連帯を基礎として国民一人一人の自立を支援する。
○機能の充実と徹底した給付の重点化・効率化を、同時に実施する。
○世代間だけでなく世代内での公平を重視する。
○特に、①子ども・若者、②医療・介護サービス、③年金、④貧困・格差対策を優先的に
改革
○消費税の充当先を「年金・医療・介護・子育て」の4分野に拡大する（社会保障4経費）。
○社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成への第一歩として、消費税率（国・地
方）を、2014年4月より8％へ、2015年10月より10％へ段階的に引き上げる。
○就労促進により社会保障制度を支える基盤を強化する。

第3節 社会保障改革の方向性

Ⅰ　未来への投資（子ども・子育て支援）の強化
より子どもを生み、育てやすい社会を目指す。

図表参1-3-1 改革の方向性①　未来への投資（子ども・子育て支援）の充実

【主な内容】

2012年度 2014年度末 2017年度末
3歳未満児の保育利用率 27%（86万人）　→35％（105万人）→44％（122万人）
放課後児童クラブ 22%（83万人）＊→32％（111万人）→40％（129万人）

より子どもを生み、
育てやすく

（＊2011年5月時点）

■認定こども園制度の改善
■認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付等の創設
■地域の子ども・子育て支援の充実

○幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
・保育所と幼稚園の良さをあわせもつ施設（幼保連携型認定こども園）の改善、移行の促進
・小学校就学前の子どもに対する学校教育や保育の給付を共通に

○待機児童対策を強力に推進
・認定こども園等のほか、小規模保育、保育ママなど
多様な保育の充実により、質を保ちながら、保育を量的に拡大

○大都市部以外でも地域の保育を支援
・子どもの数が減少傾向にある地域でも、認定こども園等のほか、保育ママなどの小規模な保育の活用などにより、子どもに必要な
保育を提供（地域型保育給付の創設）

・市町村が地域の声を聞きながら、子育ての相談や親子が交流する場、
一時的に預かってもらえる場を増やすなど、子育て支援を充実

○家庭・地域の子育て支援を充実
2012年度 2014年度末～

地域子育て支援拠点 7,555カ所＊→10,000カ所
ファミリー・サポートセンター事業 669市町村　→950市町村

（＊2011年度交付決定ベース）

（注） 一体改革の充実策では、2017年度末までの量的拡充による所要額を見込んでいる。

Ⅱ	　医療・介護サービス保障の強化、社会保険制度のセーフティネット機能の強化
高度急性期への医療資源集中投入など入院医療強化、地域包括ケアシステムの構築等を
図る。どこに住んでいても、その人にとって適切な医療・介護サービスが受けられる社会
を目指す。
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1 図表参1-3-2 改革の方向性②　医療・介護サービス保障の強化

 
＜地域包括ケアシステム＞
（人口1万人の場合）

通院

訪問介護
・看護

退院したら

住まい

自宅・ケア付き高齢者住宅

老人クラブ・自治会・介護予防・生活支援等

生活支援・介護予防

介護

通所
在宅医療
・訪問看護

■高度急性期への医療資源集中投入などの入院医療強化
■在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築

どこに住んでいても、その人にとって適切な
医療・介護サービスが受けられる社会へ

改革のイメージ
病気になったら

亜急性期・回復期
リハビリ病院

救急・手術など高度医療

集中リハビリ
→早期回復

早期退院
包括的

マネジメント

かかりつけ医

地域の連携病院

元気でうちに
帰れたよ

急性期病院

医療

※数字は、現状は2012年度、目標は2025年度のもの

（人員1.6倍
～ 2倍）

・グループホーム
（17→37人分）
・小規模多機能
（0.25か所→２か所）
・デイサービスなど

・介護人材
（219→
364～383人）

・在宅医療等
（1日当たり
17→29人分）

・訪問看護
（1日当たり
31→51人分）

日
常
の
医
療

・地域の病院、拠点病院、回復期病院の役割
分担が進み、連携が強化。

・発症から入院、回復期、退院までスムーズ
にいくことにより早期の社会復帰が可能に

・在宅医療連携拠点
・地域包括
支援センター

・ケアマネジャー

・医療から介護への円
滑な移行促進
・相談業務やサービス
のコーディネート

・24時間対応の定期
巡回・随時対応サー
ビス（15人分）

※地域包括ケア
は、人口1万人程
度の中学校区を
単位として想定

図表参1-3-3 改革の方向性②　社会保険制度のセーフティネット機能の強化

（月収10万円のフリーターの例）
【
保
険
料
負
担
】

【
将
来
の
給
付
】

保険料
月約1.5万円

保険料
月約0.8万円
保険料

月約0.8万円

基礎年金
月約6.6万円

月約2.1万円

国民年金

基礎年金
月約6.6万円

厚生年金
本人
負担
事業主
負担

厚
生
年
金

適用拡大

負担減

給付増

主な改革検討項目

共助＝社会保険の
セーフティネット機能が

より強固に

■働き方にかかわらず、保障を提供
■長期にわたり、高額な医療を受ける患者の負担を軽減
■所得格差を踏まえた財政基盤の強化・保険者機能の強化
■世代間・世代内の負担の公平化

医
金
・
年
療

年
金

医
療

医
療
・
介
護

○高額療養費制度の見直し
・高額療養費の改善に必要な財源と方策を検討する
（外来現物給付化に引き続き、年間での負担上限等
を設けることを目指す）
○高齢者医療制度改革
・あらかじめその内容等について三党間で合意に向けて協議するととも
に、状況等を踏まえ、必要に応じて、社会保障制度改革国民会議にお
いて検討し、結論を得る
○難病患者の医療費助成について、法制化も視野に入れ、助成対
象の希少・難治性疾患の範囲の拡大を含め、より公平・安定的
な支援の仕組みの構築を目指す。

○年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に対して福祉的な給付を行う
○受給資格期間を短縮し、納付した保険料を年金受給につなげやすくする
○過去に特例法により物価スライドを行わず、本来の年金額より高い水準の年金額を支給している状況を解消する

○短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大
・厚生年金に加入することで、将来、基礎年金に加えて、厚生年金の
支給も受けられる

・健康保険に加入することで、傷病手当金、出産手当金を受けられる
・保険料の半分を事業主が負担するため、国民年金・国民健康保険に
比べて本人の保険料負担は軽減される
適用拡大される短時間労働者の要件（対象者数：約25万人）
①週20時間以上、②月額賃金8.8万円以上（年収106万円以上）
③勤務期間1年以上、④学生は適用除外、⑤従業員501人以上
○産前・産後の休業期間中、厚生年金保険料・健康保険料の負
担を免除する

○国保・介護保険の財政基盤の安定化等
・市町村国保や介護保険の被保険者の低所得者
の保険料負担を軽減する

・国民皆保険の基礎である市町村国
保への財政支援の強化と、財政運
営の都道府県単位化を進め、財政
基盤を安定化する
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Ⅲ　貧困・格差対策の強化（重層的セーフティネットの構築）
すべての人の自立した生活の実現に向け、就労や生活の支援を行うとともに、低所得者
にきめ細かな配慮を行い、すべての国民が参加できる社会を目指す。

図表参1-3-4 改革の方向性③　貧困・格差対策の強化（重層的セーフティネットの構築）

すべての国民が
参加できる社会へ

■働くことを希望するすべての人が仕事に就けるよう支援
■低所得者へきめ細かに配慮（社会保障の給付等によるきめ
細かな対策）

保険料の軽減措置

重
層
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

雇用対策

「生活支援戦略」（仮称）の策定・推進

①生活困窮者対策の推進
ⅰ）生活困窮者に対する支援のための国の中期

プランを策定
ⅱ）生活困窮者の自立に向けた生活自立支援

サービスの体系化等を図る。
②生活保護制度の見直し
　法改正も含めた生活保護制度の見直しについて、
　地方自治体とともに具体的に検討し、取り組む。

・生活困窮者対策と生活保護制度の見直しを
総合的に推進

【第1のネット：社会保険・労働保険】
●総合合算制度の創設（社会保障・税番号制度等の情報連携基盤の導入が前提）
・医療・介護・保育・障害など制度単位でなく家計全体に着目した限度額の
設定で、負担を軽減
●社会保険の短時間労働者への適用拡大、低所得者対策の強化

【第2のネット：求職者支援制度】
●求職者支援制度の実施
・雇用保険を受給できない人に対して、職業訓練
をしながら給付金を受けられる制度で支援し、
早期の就職を実現

【第3のネット：生活保護】
●生活保護を受けている人の就労支援
・生活保護を受けている人に対して、ハローワーク
と連携した支援により、早期の就労・自立を実現
※生活保護の不適正な受給の防止対策を強化

【医療保険】
○市町村国保の低所得者保険料軽減の拡充等
（～約2,200億円程度）
【介護保険】
○1号保険料の低所得者保険料軽減強化
（～約1,300億円程度）

主な改革検討項目

Ⅳ　多様な働き方を支える社会保障制度へ
短時間労働者への社会保険適用拡大や、被用者年金の一元化などにより、出産・子育て
を含めた多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を構築する。

図表参1-3-5 改革の方向性④　多様な働き方を支える社会保障制度へ

出産・子育てを含めた多様な生き方
や働き方に公平な社会保障制度へ

■短時間労働者への社会保険の適用拡大
■産休期間中の保険料負担免除
■被用者年金の一元化
■年金の第3号被保険者制度の見直し
■在職老齢年金の見直し

主な改革検討項目

○短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大
　適用拡大される短時間労働者の要件（対象者数：約25万人）
　①週20時間以上、②月額賃金8.8万円以上（年収106万円以上）、③勤務期間1年以上、④学生は適用除外、⑤従業員501人以上
○産前・産後休業期間中、厚生年金保険料・健康保険料の負担を免除する
・出産前後の経済的負担が軽減され、子どもを生みながら働きやすい環境を整える
○被用者年金の一元化
・厚生年金に、公務員及び私学教職員も加入する

○第3号被保険者制度の見直し
・新しい年金制度の方向性（二分二乗）を踏まえつつ、不公平感を解消するための方策について引き続き検討
○在職老齢年金の見直し
・60代前半の人に関する調整限度額を、60代後半の人と同じとすることを引き続き検討

○新しい年金制度の創設
・「所得比例年金」と「最低保障年金」の組合せからなる新しい年金制度の創設に向け、国民的な合意に向けた議論や環境整備を進
め、平成25年の国会に法案を提出。
（3党の「確認書」では、今後の公的年金制度にかかる改革については、あらかじめその内容等について三党間で合意に向けて協議するとされている。また、社会保障制
度改革推進法では、今後の公的年金制度について、財政の現状及び見通し等を踏まえ、社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得るとされている。）

第1部　社会保障を考える
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1Ⅴ　全員参加型社会、ディーセント・ワークの実現
若者をはじめとした雇用対策の強化や、非正規雇用の労働者の雇用の安定・処遇の改善
などを図る。誰もが働き、安定した生活を営むことができる環境を整備する。

図表参1-3-6 改革の方向性⑤　全員参加型社会の実現、ディーセント・ワークの実現

誰もが働き、安定した生活を
営むことができる環境へ

■若者をはじめとした雇用対策の強化
■非正規雇用の労働者の雇用の安定・処遇の改善　等

・特に、近年増加している非正規雇用の労働者への対応が重要。
※2010年の非正規の職員・従業員割合は、比較可能な2002年以降で最高の水準（34.4％）。

主な改革検討項目

改革のイメージ

○非正規雇用の労働者の雇用の安定や処遇の改善に向けて、公正な待遇の確保に必要な
施策の方向性を理念として示す総合的ビジョンを策定

○有期労働契約の利用ルールを明確化
○パートタイム労働者の均等・均衡待遇をさらに推進
○希望者全員の65歳までの雇用確保策を実施
○新卒者やフリーター等の就職支援を強化
○求職者支援制度で早期の就職を支援

○非正規雇用の労働者が、十分に能力を発揮し、安心して働くことができる
○希望者全員の65歳までの雇用が確保される制度へ
○未来を担う若者の安定雇用を確保
○求職者支援制度で早期の就職を支援し、安定した雇用につなげる

Ⅵ　社会保障制度の安定財源確保
消費税の使い道を、現役世代の医療や子育てにも拡大するとともに、基礎年金の国庫負
担2分の1の安定財源を確保し、あらゆる世代が広く公平に社会保障の負担を分かち合う。

図表参1-3-7 改革の方向性⑥　社会保障制度の安定財源確保

現役世代への支援を強化し、
あらゆる世代が広く公平に
社会保障の負担を分かち合う

■消費税の使い途を、現役世代の医療や子育てにも拡大
■基礎年金の国庫負担割合2分の1の確保
■医療・介護の社会保険料軽減などの低所得者対策
■社会保障の費用は、消費税収を主要な財源として確保

主な改革検討項目

改革のイメージ

○国分の消費税収の使い途を、現在の高齢者3経費（基礎年金、老人医療、介護）から、社会保障4経費（年金、医療、
介護、子育て）に拡大

○基礎年金の国庫負担割合2分の1を確保
○低所得者の医療・介護保険料軽減など
○消費税率（国・地方）を、2014年4月より8％へ、2015年10月より10％へ段階的に引上げ

子ども・子育てに関係する支出を
拡大し、すべての世代が、負担に
納得感を持てる

負担をあらゆる世代で分かち合い、
将来世代に先送りにしない

社会保障制度を持続可能なものに
し、また機能を強化して、安心し
て暮らせる社会に
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図表参1-3-8 消費税5％引上げによる社会保障制度の安定財源確保

＋2.7兆円程度

＋10.8兆円程度

○年金国庫負担2分の1
（平成24年度・25年度の
基礎年金国庫負担割合2分の1の差額に
係わる費用を含む）

○後代への負担のつけ回しの軽減

○消費税引上げに伴う社会保障支出の増
ｰ年金、診療報酬などの物価上昇に
伴う増

1％
程度

4％
程度

2.9兆円程度

7.0兆円程度

0.8兆円程度

社会保障の充実

社会保障の安定化
：今の社会保障制度を守る

■消費税率（国・地方）を、2014年4月より8％へ、2015年10月より10％へ段階的に引上げ
■消費税収の使い途は、国分については現在高齢者3経費（基礎年金、老人医療、介護）となっているが、
　今後は、社会保障4経費（年金、医療、介護、子育て）に拡大
■消費税の使途の明確化（消費税収の社会保障財源化）
■消費税収は、全て国民に還元し、官の肥大化には使わない (注) 現行分の地方消費税を除く。また、現行の基本的枠組みを変更しないことを前提とする。

ｰ 高齢化等に伴う増（自然増）や安定財源が確保でき
ていない既存の社会保障費

○子ども・子育て対策

○医療・介護の充実

○年金制度の改善

・貧困・格差対策の強化
　（低所得者対策等）

0.7兆円程度

～ 1.6兆円弱程度

～ 0.6兆円程度

上記のうち
～ 1.4兆円程度（再掲）

ｰ 待機児童の解消（保育、放課後児童クラブの量
的拡充）など

ｰ高度急性期への医療資源の集中投入（入院医療
の強化）、在宅医療・介護の充実（病院・施設
から地域、在宅へ）など

ｰ低所得高齢者・障害者等への福祉的給付、
　受給資格期間の短縮など

低所得者の保険料の軽減、総合合算制度など
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